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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに絶縁して同軸上に配置された第１のリング及び第２のリングと、
　前記第１のリングに一端部が接続され他端部が回転子コイルに接続された長尺リードと
、
　前記第２のリングに一端部が接続され他端部が回転子コイルに接続された短尺リードと
、
　これら第１のリング、第２のリング、長尺リード及び短尺リードを互いに絶縁して保持
するとともにインサート成形で形成された成形体とを備えた回転電機のスリップリング装
置であって、
　前記成形体は、前記第１のリングと前記第２のリングとの間の絶縁を確保する軸間支持
部を有する規制部材を含み、かつこの規制部材は、前記インサート成形の際に、前記長尺
リードが移動、変形するのを規制し、前記長尺リードと電位が異なる前記第２のリングと
の間の絶縁距離を確保していることを特徴とする回転電機のスリップリング装置。
【請求項２】
　前記規制部材は、前記第１のリングをその内周面と面接触して支持した第１のリング支
持部と、前記第２のリングをその内周面と面接触して支持した第２のリング支持部と、前
記第１のリング支持部と前記第２のリング支持部との間に第１のリング支持部及び第２の
リング支持部よりも膨大の前記軸間支持部と、前記第２のリング支持部から軸線方向に延
び前記長尺リードが径方向に移動、変形するのを規制するリード規制部とを備えたことを
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特徴とする請求項１に記載の回転電機のスリップリング装置。
【請求項３】
　前記リード規制部は、前記第２のリング支持部から軸線方向に延びた規制部本体と、こ
の規制部本体から径内側方向に延びた断面Ｌ字形状の係止部とから構成されていることを
特徴とする請求項２に記載の回転電機のスリップリング装置。
【請求項４】
　前記係止部は、前記規制部本体と対面する起立部を有しており、この起立部と対面した
前記規制部本体の面との間の隙間は、長尺リードの断面寸法とほぼ等しいことを特徴とす
る請求項３に記載の回転電機のスリップリング装置。
【請求項５】
　前記起立部は、その先端部に開口側に向かって拡大したテーパ部が形成されていること
を特徴とする請求項４に記載の回転電機のスリップリング装置。
【請求項６】
　前記起立部は、径方向に沿って視て台形形状であることを特徴とする請求項４または５
に記載の回転電機のスリップリング装置。
【請求項７】
　前記起立部は、径方向に沿って視てＵ字形状であることを特徴とする請求項４または５
に記載の回転電機のスリップリング装置。
【請求項８】
　前記回転電機は、車載用交流発電機であることを特徴とする請求項１～７の何れか１項
に記載の回転電機のスリップリング装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば車両等に搭載される車両用交流発電機のスリップリング装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の車両用交流発電機のスリップリング装置として、リードが接合されたスリップリ
ングを樹脂材料により一体成形する製造工程時の、リードの変形吸収、定位置に配置させ
る構成として、スリップリング支持円筒状部とコイル接続端子保持部とを連結する連結部
内のリード部位に、変形吸収部を設けるものが知られている。
　この変形吸収部として、略Ｖ字状又はＵ字状に屈曲させて変形し易くなったベンド部、
肉薄に局部的に強度を低下した切り欠き部、同様に局部的に強度を低下したシャフトと交
差する貫通孔部、が挙げられている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３８１２４５６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このスリップリング装置は、インサート成形で製造する際に、局部的に強度を低下させ
た該当部を変形することを前提とするものであるが、変形自体は制御されるわけではなく
、その度合いによっては導体であるリードが絶縁部材の外部へ露出する恐れはある。
　リードを埋め込む目的である連結部絶縁部材は、径方向厚さに余裕があるわけではなく
、またベンド部の変形が設計上厚み範囲内であっても実際の変形が範囲内かどうかは疑問
である。
　また、切り欠き部や貫通孔部の場合、リード厚み方向を増す構成ではないが、該部が変
形することで印加される外力を吸収する構成は同じであり、変形により連結部絶縁部材か
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ら外部へ露出する恐れがまったく無いとは言えない。
　いずれの場合であっても、絶縁部材内でリードが最終的にどんな形状で収容されている
か把握されないまま車両において長期にわたり使用されることになる。特に切り欠き部や
貫通孔部の場合は、それ以前にリード自体が外力に耐えられず破損してしまう恐れも否め
ないという問題点があった。
【０００５】
　この発明は、かかる問題点を解決することを課題とするものであって、インサート成形
の際の長尺リードの移動、変形を防止し、長尺リードを確実に保持することができる回転
電機のスリップリング装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る回転電機のスリップリング装置は、互いに絶縁して同軸上に配置された
第１のリング及び第２のリングと、前記第１のリングに一端部が接続され他端部が回転子
コイルに接続された長尺リードと、前記第２のリングに一端部が接続され他端部が回転子
コイルに接続された短尺リードと、これら第１のリング、第２のリング、長尺リード及び
短尺リードを互いに絶縁して保持するとともにインサート成形で形成された成形体とを備
えた回転電機のスリップリング装置であって、
　前記成形体は、前記第１のリングと前記第２のリングとの間の絶縁を確保する軸間支持
部を有する規制部材を含み、かつこの規制部材は、前記インサート成形の際に、前記長尺
リードが移動、変形するのを規制し、前記長尺リードと電位が異なる前記第２のリングと
の間の絶縁距離を確保している。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明に係る回転電機のスリップリング装置によれば、成形体には、インサート成形
の際に、長尺リードが移動、変形するのを規制する規制部材を含んでいるので、インサー
ト成形の際に長尺リードが移動、変形するのを防止し、長尺リードを確実に保持すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１に係るスリップリング装置を有する車両用交流発電機の
回転子を示す軸線方向断面図である。
【図２】図１に示されたスリップリング装置を示す斜視図である。
【図３】図２に示されたスリップリング装置の要部拡大断面図である。
【図４】図２に示されたスリップリング装置の規制部材を示す斜視図である。
【図５】図４の規制部材に長尺リードが装着された状態を示す概略斜視図である。
【図６】規制部材の係止部の変形例を示す部分斜視図である。
【図７】規制部材の係止部のさらに他の変形例を示す部分斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
  以下、この発明の実施の形態について図に基づいて説明するが、各図において、同一ま
たは相当部材、部位については同一符号を付して説明する。
　実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１に係るスリップリング装置５を有する車両用交流発電機
の回転子１を示す軸線方向断面図である。
　この車両用交流発電機（以下、発電機と略称する。）の回転子１は、ケース（図示せず
）の内壁に固定された固定子（図示せず）の内側に設けられており、シャフト２に固定さ
れている。
　回転子１は、対向した一対の爪状磁極３，４と、この爪状磁極３，４の内部に導線が巻
回された回転子コイル７とを有している。
　固定子は、固定子鉄心（図示せず）に固定子コイル（図示せず）が巻装されている。
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　シャフト２の一端部には、プーリ（図示せず）が固定されており、他端部には、スリッ
プリング装置５が挿入して固定されている。
【００１０】
　上記構成の発電機では、バッテリ（図示せず）からブラシ６、スリップリング装置５を
通じて回転子１の回転子コイル７に電流が供給されて、磁束が発生し、回転子１の爪状磁
極３，４には、それぞれＮ極、Ｓ極が生じる。
　一方、エンジンによってプーリは駆動され、シャフト２によって回転子１が回転するた
め、固定子鉄心には回転磁界が与えられ、固定子コイルには起電力が生じる。
【００１１】
　図２は図１に示されたスリップリング装置５を示す斜視図、図３は図２に示されたスリ
ップリング装置５の要部拡大断面図である。
　スリップリング装置５は、第１のリング１０及び第２のリング１１と、第１のリング１
０に一端部が溶接により接続され他端部が回転子コイル７に溶接により接続された長尺リ
ード１２と、第２のリング１１に一端部が溶接により接続され他端部が回転子コイル７に
溶接により接続された短尺リード１３と、これら第１のリング１０、第２のリング１１、
長尺リード１２及び短尺リード１３を互いに絶縁して保持した、インサート成形により形
成された成形体１４とを備えている。
【００１２】
　成形体１４は、円筒形状の成形体本体１６と、回転子コイル７と接続される、長尺リー
ド１２及び短尺リード１３のそれぞれの端子部１９を支持する円環状の端子支持部１７と
、長尺リード１２及び短尺リード１３を覆うとともに端子支持部１７と成形体本体１６と
を連結する連結部１８とを備えている。
【００１３】
　図４は成形体本体１６の一部を構成する規制部材１５を示す全体斜視図である。
　この規制部材１５は、円環状の規制部材本体２０と、この規制部材本体２０から先端部
が軸線方向に延び規制部材本体２０と一体のリード規制部２１とを有している。
　規制部材本体２０は、第１のリング１０を支持する円環状の第１のリング支持部２２と
、第２のリング１１を支持する円環状の第２のリング支持部２３と、第１のリング支持部
２２と第２のリング支持部２３との間に第１のリング支持部２２及び第２のリング支持部
２３と比較して膨大の軸間支持部２４とを有している。
　この軸間支持部２４の軸線方向の距離は、第１のリング１０と第２のリング１１との間
の絶縁を確保できる距離である。
　リード規制部２１は、第１のリング支持部２２から先端部が軸線方向に延び外周内周面
が円弧状で内周面の一部（長尺リード１２の背面に沿った部位）のみ平面の規制部本体２
５と、この規制部本体２５の平面に突設されたＬ字形状の係止部２６とを有している。係
止部２６は、この起立部２８の先端部にテーパ部２７が形成されている。
【００１４】
　次に、上記構成の発電機のスリップリング装置の製造工程について簡単に説明する。
　先ず、第１のリング１０に長尺リード１２の先端部を溶接により接続し、また第２のリ
ング１１に短尺リード１３の先端部を溶接により接続する。
　次に、第１のリング１０に溶接済みの長尺リード１２が規制部本体２５と係止部２６と
の間に挿入されるように、第１のリング１０を第１のリング支持部２２に嵌入する。
　また、短尺リード１３が溶接された第２のリング１１を第２のリング支持部２３に嵌入
する。
　この後、短尺リード１３が溶接された第２のリング１１、長尺リード１２が溶接された
第１のリング１０を成形型の所定位置に載置する。
　この載置の際には、長尺リード１２は、規制部本体２５と係止部２６との間に挿入され
ており、この近傍では図３に示すように第２のリング１１との間で所定の絶縁距離が確保
できるように迂回している。
　この後、この状態で溶融した樹脂材料を成形型内に注入し、所定の成形時間経過後に、
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【００１５】
　上記構成の発電機のスリップリング装置５によれば、成形体１４には、インサート成形
の際に、長尺リード１２が移動、変形するのを規制する規制部材１５を含んでいるので、
インサート成形の際の長尺リード１２の移動、変形が防止されて、長尺リード１２は確実
に保持される。
　従って、インサート成形の際の樹脂の圧力により、長尺リード１２が電位の異なる第２
のリング１１と接触するようなことを避けることができる。
　また、移動、変形した長尺リード１２が成形金型に投入する際に金型の内壁に当たり、
金型の損傷を招くような事態も避けることができる。
【００１６】
　また、第１のリング１０と第２のリング１１とは、規制部材１５の軸間支持部２４によ
り離間しており、確実に絶縁距離が確保される。
　また、長尺リード１２は、第２のリング支持部２３から軸線方向に延びたリード規制部
２１により径方向の移動、変形が簡単に規制される。
　また、そのリード規制部２１は、第２のリング支持部２３から軸線方向に延びた規制部
本体２５と、この規制部本体２５から径内側方向に延びた断面Ｌ字形状の係止部２６との
簡単な構造で形成される。
【００１７】
　また、係止部２６の起立部２８と、規制部本体２５の面との間の隙間は、長尺リード１
２の断面寸法とほぼ等しいので、金型内に長尺リード１２を投入する際の長尺リード１２
の変動が抑制され、それだけインサート成形の作業性が向上する。
【００１８】
　また、起立部２８は、その先端部に開口側に向かって拡大したテーパ部２７が形成され
ているので、長尺リード１２は、係止部２６に円滑に係止され、この長尺リード１２の係
止作業時に長尺リード１２が起立部２８に当たり、起立部２８、長尺リード１２が破損す
るのを低減することができる。
　なお、図６に示すように起立部２８Ａを径方向に沿って視て台形形状であってもよい。
　また、図７に示すように起立部２８Ｂを径方向に沿って視てＵ字形状であってもよい。
　これらの起立部２８Ａ，２８Ｂは、起立部２８と比較して小さいので、それだけ樹脂量
を節減することができる。
　また、係止部２６の長尺リード１２では、起立部２８と比較してより多くの樹脂で固定
されており、振動等に起因して係止部２６で長尺リード１２が破損するのをより低減する
ことができる。
【００１９】
　なお、上記実施の形態では、規制部材１５のリード規制部２１は、長尺リード１２が径
方向に移動、変形するのを規制するために、断面コ字形状であったが、勿論このものに限
定されるものではなく、例えばリード規制部をリング状にしてよい。
　また、上記実施の形態では、車両用交流発電機に適用される交流発電機について説明し
たが、この発明は例えば船外機用交流発電機にも適用することができる。
　また、この発明は、電動機にも適用することができる。
【符号の説明】
【００２０】
　１　回転子、２　シャフト、３，４　爪状磁極、５　スリップリング装置、６　ブラシ
、７　回転子コイル、１０　第１のリング、１１　第２のリング、１２　長尺リード、１
３　短尺リード、１４　成形体、１５　規制部材、１６　成形体本体、１７　端子支持部
、１８　連結部、１９　端子部、２０　規制部材本体、２１　リード規制部、２２　第１
のリング支持部、２３　第２のリング支持部、２４　軸間支持部、２５規制部本体、２６
　係止部、２８，２８Ａ，２８Ｂ　起立部。
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